
【電子入札実務Ｑ＆Ａ】 

１．電子入札について                           

Ｑ１－１．入札金額は開札日まで、誰も見られないようになっているのですか。 

Ａ１－１．電子入札コアシステムでは入札書は暗号化のうえ、専用サーバに厳

重に保管されるため、開札時間まで誰も中身を見ることができない仕組みとな

っています。さらに開札された日時を自動的に公開する仕組みとなっています。 

 

Ｑ１－２．申請書などのデータを送信する際、どこまでが応札者の責任となる

のですか。 

Ａ１－２．応札者はデータを送信後、対象となる公共発注機関のサーバからの

受信確認を取得するまでが責任範囲となります。受信確認後は必ず印刷または

保存を行い、落札者決定まで保管して下さい。 

 

Ｑ１－３．入札書が正常に提出されたことを確認するためには、どうしたらよ

いですか。 

Ａ１－３．入札書が正常に提出された場合には，入札書受付票が自動発行され

ます。電子入札システムから「入札書受付票」を印刷または保存されることを

お勧めします。 

 

Ｑ１－４．操作中に、システム運用時間が過ぎてしまった場合はどうなります

か。 

Ａ１－４．運用時間を過ぎるとシステムが停止します。時間前に作業を完了し

てください。 

 

Ｑ１－５．くじ番号の入力は必須なのですか。 

Ａ１－５．くじ番号は，複数の入札参加者において入札が同額だった場合に必

要となるものですので，必ず入力願います。入力は，任意の３桁の数字になり

ます。 

 

Ｑ１－６．入札辞退届を提出したい場合は，どのように操作すればよいですか。 

Ａ１－６．電子入札システムの「入札状況一覧」にある「辞退届」の「提出」

ボタンをクリックし手続きしてください。 

 

 

 



Ｑ１－７．入札書に添付するファイルを圧縮する際、ひとつのフォルダにまと

めてフォルダごと圧縮してもよいですか。 

Ａ１－７．フォルダごとに zip形式により圧縮しても構いません。なお，草津市

電子入札システムでは、添付できるファイルの容量は２ＭＢまでとなっており

ます。 

 

Ｑ１－８．添付して提出するファイル名称の指定はありますか。 

Ａ１－８．提出するファイル名称の指定は特にありません。 

 

Ｑ１－９．入札参加申請や入札書提出の際に添付する資料には，押印は必要で

すか。 

Ａ１－９．電子入札システムを使って入札参加申請や入札書を提出する際の添

付資料につきましては、押印の必要はありません。ただし，紙入札での参加を

認められた場合において，入札参加申請や入札書を提出する際には，押印が必

要となります。 

 

Ｑ１－１０．自分のパソコンと電子入札システムとの時計の時間がずれている

場合、入札書等の提出はどちらの時間に合わせればよいですか。 

Ａ１－１０．電子入札コアシステムサーバ上の時間を基準として、全ての受付

開始や締め切り等が設定されています。御自分のパソコン時間が入札書受付時

間内だったとしても、電子入札コアシステムの時間が受付締め切り時間を過ぎ

た場合は、入札書が受理されませんので、時間的な余裕をもった応札処理をお

願いします。また、なるべく高速でかつ安定性の良い回線をお使いください。 

 

Ｑ１－１１．落札決定後に落札者に対して通知があるのですか。 

Ａ１－１１．入札参加者全員に落札者決定通知書を通知します。また、落札者

に対しては、電話等により落札した旨の連絡をします。 

 

Ｑ１－１２．辞退届を提出した業者にも落札者決定通知書は通知されるのです

か。 

Ａ１－１２．通知します。 

 

 

 

 

 



２．紙入札について                                

Ｑ２－１．入札参加者側の機器又はＩＣカード等の障害により，紙入札を認め

る場合がありますか。 

Ａ２－１．既に電子入札の利用者登録を終えた方に限り，下記の場合は紙入札

による参加を認める場合もございます。 

・入札参加者の電子入札用のパソコン等が障害等により使用できない。 

・電子入札で使用するＩＣカードが失効や破損などにより使用できない。  

・電子入札で使用するＩＣカードが，開札日までの間に名義の変更などで更新

する場合。 

これらの場合には、あらかじめ草津市ホームページの電子入札関係の要領や

様式等にある「紙入札参加届出書」を御提出いただき，本市の承認を得る必要

があります。                                                   

あらかじめ総務部契約検査課にご相談下さい。 

 

Ｑ２－２．紙入札の場合、郵便による入札も可能か。 

Ａ２－２．「（工事等の名称）入札書在中」と記載した封筒に入札書と見積内訳

書を入れて封緘し、入札書受付期間内に契約検査課まで持参となります。郵便

入札はできません。 

 

Ｑ２－３．紙入札の場合、入札書やその他の書類の日付はいつにすればよいか。 

Ａ２－３．入札書に記載する日付は、入札書受付期間内の日付を記入してくだ

さい。受付期間外の日付を記載した場合は無効となります。 

 

Ｑ２－４．紙入札の場合の辞退届は、郵便による提出も可能か。 

Ａ２－４．可能です。ただし、入札書受付期間内に契約検査課に届くようお願

いします。 

 

Ｑ２－５．紙入札の場合の委任状は必要か。 

Ａ２－５．持参される方が代表者以外の場合は、委任状が必要となります。な

お、委任状は、草津市ホームページのトップページ→くらし・手続き→産業・

ビジネス→入札・契約→電子入札→電子入札関係の要領や様式等 にあります。  

     

 

 

 

 


